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65 歳以上の扶養家族の健康保険料徴収へ 

 
 厚生労働省は高齢者の医療制度改革とし

て、2008年度から 75歳以上のすべての人

が保険料を払う新たな「高齢者医療保険制

度」の創設をめざしています。その一環と

して、現在は健康保険料を負担していない

65 歳から 74 歳までの会社員の扶養家族か

ら保険料を徴収する案を検討しています。 

 

◆◆◆◆現在現在現在現在のののの高齢者医療制度高齢者医療制度高齢者医療制度高齢者医療制度    

 現在は会社員が入る健康保険組合・政府

管掌健康保険の保険料は会社員本人だけに

かかっています。扶養家族は保険料を支払

わず、医療にかかる給付の負担は保険料を

納める会社員が分担する仕組みとなってい

ます。一方、国民健康保険には扶養家族と

いうシステムがないため、自営業者などは

夫婦別々に保険料を支払わなければなりま

せん。会社を退職し、扶養してくれる家族

がいない場合も同様です。 

 

◆◆◆◆政府政府政府政府のののの見直見直見直見直しししし案案案案    

    2007 年度の推計では 65 歳から 74 歳ま

での「前期高齢者」は、国民健康保険の加

入者が約 1,100 万人、被用者保険加入者で

保険料を負担する人が約 130万人で、現在

保険料の負担がない扶養家族が約 170万人

となる見込みです。    

 政府が新たに徴収対象としているのは、

前期高齢者のうちの扶養家族についてです。

扶養家族を持つ会社員の保険料に上乗せし

て徴収する案が有力で、64歳以下の扶養家

族については、子育て世帯などに配慮し今

まで通り保険料の負担を求めません。 

 扶養家族の中でも前期高齢者は年金収入

があるため、平均所得が年 100万円弱と 64

歳以下の約４倍あり、一人当たりの医療費

給付は全体平均の４倍近くあります。 

 また、75歳以上の「後期高齢者」が入る

新しい保険制度をつくり、保険料を徴収す

ることなどから現在は保険料を負担してい

ない「前期高齢者」の扶養家族からも保険

料を徴収する考えのようです。 

  厚生労働省は、年末までにまとめる政

府・与党案に前期高齢者の負担見直しも盛

る考えで、来年の通常国会への関連法案提

出をめざしているようです。 

 

社会保険労務士 
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ライバル会社への転職を阻止できる？ 

 
    雇用環境が大きく変わる中、転職も珍しくなくなっています。転職に

際し、これまでの知識や経験を活かすためライバル会社へ転職される方

も多いのではないでしょうか。職業選択の自由は憲法で明示された権利

ですが、会社としては営業秘密や顧客を奪われるようなことがあると損

害を被るため、裁判所は退職後についてもライバル行為を行わない旨の

義務を課すことを一定の要件があれば認めていて、ライバル会社への転

職を規制することができます。 

 

 

◆◆◆◆競業避止義務競業避止義務競業避止義務競業避止義務とはとはとはとは    

  一般的には在職中は会社に対し、企業

秘密をライバル会社に漏らすなどの行為が

許されない競業避止義務を負っているとさ

れます。この考え方を発展させ、特別な労

働契約をあらかじめ結ぶことで退職後にも

競業避止の義務を負わせることができます。 

  会社は資産を守るため、適切かつ必要

最小限度の範囲で職業選択の自由に規制を

設けることは許されると考えられています。

具体的には職種の制限や、退職後一定期間

はライバル会社での勤務を認めないといっ

た規制です。これに違反して強引にライバ

ル会社へ転職すれば退職金を支払わないな

どのペナルティを課すことができます。 

また、会社の資産を退職者が転職の際に

意図的に持ち出せば、損害賠償請求の対象

になる可能性もあります。  

 

◆◆◆◆退職退職退職退職にににに関関関関するするするする特約特約特約特約のののの例例例例    

        退職の際のトラブルを防止するために

も、就業規則によって次のような取り決め

をしておくとよいでしょう。 

・在職中に扱った書類、伝票、帳簿などを

返却する 

・貸与されたパソコンやフロッピーディス

ク、携帯電話を返却する 

・仕事で使っていた個人所有のパソコンか

ら業務情報を削除する 

・社内電話番号簿、社員連絡票などを返却

する    

・在職中に知り得た会社や取引先の秘密・

個人情報を漏洩しない 

・退職後２年間は競合他社に就職しない 

・万一、機密情報や個人情報を漏洩したり、

使用した場合には、それにより発生した

損害について賠償する 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所よりのお知らせ 

 

 9月から厚生年金保険料率が引

き上げになります。保険料率は標

準報酬月額の 0.14288です。 

 従業員負担分として半額を9月

の賃金から源泉徴収することに

なります。 
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夫婦夫婦夫婦夫婦のののの２００７２００７２００７２００７年問題年問題年問題年問題    

 

 2007 年４月から、離婚した専業主婦だった

妻が、老後の経済的な支えとなる年金を分割し

てもらえるようになります。 

 1986 年の年金制度改正により、国民年金が

国民共通の基礎年金と位置づけられ、20歳から

60歳までの人の加入が義務づけられました。自

営業・農業・漁業従事者などが第１号被保険者、

会社員・公務員などが第２号被保険者、会社

員・公務員の妻で年収 130万円未満の者が第３

号被保険者と区分されています。第２号被保険

者には、報酬比例の厚生年金保険や共済年金が、

国民年金のいわば２階建て部分となっていま

す。第３号被保険者の専業主婦は、1986 年前

までは任意加入でした。 

 2007 年３月までに専業主婦が離婚すると、

自分の第３号被保険者としての老齢基礎年金

しか受給できません。就職して厚生年金に加入

している期間があれば、その期間分の老齢厚生

年金は加算されますが、専業主婦の期間が長け

ればあまり期待はできません。これまでは熟年

離婚した専業主婦だった妻の老後は心細いも

のでした。 

 ところが、2007 年４月以降、離婚時に合意

できれば、結婚していた期間の夫の報酬比例部

分の半分に自分自身の基礎年金を加えた額を

受け取ることができるようになります。合意が

できなかった場合は、分割の割合を決めるため

に家庭裁判所へ申し立てることができます。 

 2008年４月以降に離婚した場合は、2008年

４月から離婚時までに納めた年金保険料に相

当する夫の報酬比例部分について合意がなく

ても半分の分割が認められています。2008 年

３月以前の分については、離婚時の合意が必要

です。また、自動的に分割が認められるのは、

第３号被保険者だけです。 

 専業主婦が離婚するなら 2007 年４月以降、

専業主婦を持つ会社員が離婚するなら 2007 年

３月までにするのが年金に関してはお得です。

夫婦間の問題が週刊誌で取り上げられるのも

時間の問題かもしれません。  

  

＜＜＜＜公的年金公的年金公的年金公的年金とととと税金税金税金税金＞＞＞＞    
 

 平成 16 年度の税制改正によって、公的年金等

の源泉所得税について次のような改正がされま

した。この改正は平成 17 年から受け取る公的年

金等から適用され、これまでと年金額が同じでも

所得税が増額される場合があります。 

 

◆◆◆◆主主主主なななな改正点改正点改正点改正点    

○ 所得者本人が 65歳以上で、かつ、合計所得

金額が 1,000 万円以下である場合に適用さ

れていた老年者控除（50万円）が廃止され

ました。 

○ 65 歳以上の人に対する公的年金等控除が

縮小され、源泉徴収を要しない公的年金等

の収入限度額が引き下げられました。 

○ 公的年金等の支払いの際に源泉徴収される

税額の計算において、その支給額から控除

される控除額（基礎的控除額および人的控

除額）が一部引き下げられました。 

 

◆◆◆◆公的年金公的年金公的年金公的年金からのからのからのからの源泉徴収源泉徴収源泉徴収源泉徴収のしくみのしくみのしくみのしくみ    

 公的年金等の収入金額から一定の控除額を差

し引いた額に 10％をかけた税額が源泉徴収され

ます。このとき控除されるのは公的年金等控除、

基礎控除、配偶者控除などの一部のみです。社会

保険料、生命保険料や医療費控除は実際に支払っ

た額を控除するため年末にならないと控除額が

確定しません。 

 

公的年金収入－（公的年金等控除+各種所得控除）

＝課税所得 

離婚と年金分割 



 4 

育児休業取得育児休業取得育児休業取得育児休業取得でででで 100100100100万円万円万円万円のののの助成助成助成助成    

    

 厚労省は、この程、育児休業を取得させた企

業に 100 万円の助成金を支給する方針を決め

た。  

 支給要件は、  

 

・従業員が 100人未満の中小企業であること  

・初めての取得者であること(2人目は 60万円、

3人目以降はなし)  

・就業規則に育児休業の規定を設けていること 

・半年以上の休業の後、職場復帰したこと  

など。  

来年度予算で概算要求し、5 年間の時限措置と

する。 

 

 

 労働基準法第 91条では、制裁として減給

を行う場合、１回の減給の額が平均賃金の

１日分の半額を超え、また、その総額が一

賃金支払期における賃金の総額の 10 分の

１を超えてはならないと定めています。こ

の規定は、減給の制裁が労働者の生活に大

きな影響を及ぼすことに配慮したものです。 

 減給の制裁が制約されているため、減給

の制裁の代替措置として賃金の減少を伴う

降格処分を多用している企業があります。 

 この場合、実際の職務内容や責任度合が

変わるのか、それとも従前の職務に従事さ

せつつ賃金額のみを減ずるのか、実態によ

って違ってきます。従来と同一の業務に従

事させながら賃金額だけを下げる降格処分

は、減給の制裁として労基法第 91条の適用

があります（昭和37･９・６基収第917号）。

賃金の減額を伴う降格が実際に職務内容や

責任度合を変えるものである場合は、「職務

ごとに異なった基準の賃金が支給されるこ

とになっている場合、職務替えによって賃

金支給額が減少しても労基法第 91 条には

抵触しない。」とされています（昭和 26･

３・31基収第 938号）。 

 また、「交通事故を引き起こした自動車運

転手を制裁として助手に格下げし、従って

賃金も助手のそれに低下せしめるとしても、

交通事故を引き起こしたことが運転手とし

て不適格であるから助手に格下げするもの

であるならば、賃金の低下は、その労働者

の職務の変更に伴う当然の結果であるから

労基法第 91 条の制裁規定の制限に抵触す

るものではない。」としています（昭和 26･

３・14基収第 518号）。 

 

 

 

  

    

人口人口人口人口    今年上半期今年上半期今年上半期今年上半期でででで３３３３万人減万人減万人減万人減    

 今年上半期の出生数が死亡者数を下回

り、半年で人口が 31,034人減少したことが

人口動態統計で明らかになった。 

 上半期の人口が減少したのは初めて。下

半期は例年出生数が回復するものの、1 年

の単位で自然減になる可能性も残ってい

る。なお、政府予測では、2007年から人口

が減少するとされていた。 

減給の制裁と降格処分 


